
コンプライアンス

マンダムグループのコンプライアンスは、「法令さえ遵守すればいい」という 

他律的・消極的な概念ではなく、「生活者へのお役立ち」のために、法令の遵守は勿論のこと、 

これらを超えた独自の基準をもって生活者の安全や利益を守るという自律的・積極的な概念です。

マンダムグループは、役員・従業員が、企業理念を具現化するために常に心がけておくべきコンプライアンス 

プログラムとして「マンダムグループ考働規範」を制定（1999年制定以降5回改訂）しています。 

この考働規範の遵守を徹底するために、考働規範推進委員会を設置し、全部門を対象にした 

コンプライアンスに関する啓発・教育に注力しています。

また、2002年12月に、コンプライアンス違反リスクの早期発見・早期是正・未然防止を目的として、 

コンプライアンス違反に関する内部通報制度であるヘルプラインシステムを導入（2007年には 

対象を取引先まで拡大）しました。このシステムにおいては、正当な情報提供者は完全に保護され、 

情報提供者に対する報復行為は絶対的に禁止されています。

マンダムグループのコンプライアンス

わたしたちは、社会の一員として、国内外の法令、慣習その他すべての社会規範とその精神を十分に理解し、 
遵法精神をもってこれらを遵守するとともに、常に高い社会良識をもって倫理的に考働します。

マンダムグループのコンプライアンスは、 
「お役立ち」（創業精神）と「社会に対して正直であること」（企業哲学）が原点になっています。

すなわち、わたしたちのコンプライアンスは、「法令さえ遵守すればいい」という 

他律的・消極的な概念ではなく、「生活者へのお役立ち」のために、法令の遵守は勿論のこと、 
これらを超えた独自の基準をもって生活者の安全や利益を守るという自律的・積極的な概念です。

また、わたしたちは、社会に対して正直であるために、コンプライアンス経営を貫き、 
成果を得るための手段として、決して不正な方法を採りません。

したがって、マンダムグループにおいては、

（1） 目的は手段を正当化しません。 
業績達成のためならどんな手段を採ってもいいという考え方は認めません。

（2） モラルは成果に優ります。（成果はモラルに劣ります。） 
いくら業績をあげようともモラルなき手段（不正手段）による成果は認めません。

マンダムグループ考働規範（2018年度改訂版）より一部抜粋

▲
 マンダムグループ考働規範
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ヘルプラインシステム
　2002年12月に、コンプライアンス違反に関するリスクの早
期発見・未然防止・再発防止を目的として、内部通報制度であ
る「ヘルプラインシステム」を導入しました。これは、職場で各
種法令や考働規範等に反する行為を見た時、また違反するおそ
れのある場合に報告や相談を受け付ける仕組みです。運営は、
社外窓口（弁護士）を含めた考働規範推進委員会を受付窓口と
し、通報者が不利益な扱いを受けることのないよう保証されて
います。そして、2007年9月から、ヘルプラインシステムを日本
国内のマンダムグループ各社のお取引先さまにもご利用いた
だけるよう対象拡大を行いました。

　日本国内の当社グループ各社やその役員・従業員によるコ
ンプライアンス違反やそのおそれのある行為について、お気づ
きになられましたお取引先さまにおかれましては、下記の要領
により、当社のヘルプライン受付窓口にご通報いただきたいと
存じます。通報を受領いたしましたら、考働規範推進委員会を
中心として、速やかに事実関係の調査・原因究明・違反行為の
未然防止・差止め・再発防止を行い、解決を図ってまいります。

グループ企業情報

▲
 コーポレート・ガバナンス ＞ ヘルプラインシステム

―　記　―

1. ヘルプラインシステムの対象となるお取引先さまは、当社を含めた日本国内の当社グループ各社の仕入先さま、得意先さまその他提
携先さまであります。

2. 公正な調査を行うために、ご通報は、匿名によらず、実名でお願いいたします。
3. ご通報いただいた事実およびその内容（通報者の氏名等の個人情報を含む）につきましては、当社の調査機関（考働規範推進委員会）の
みが保有し、当該ご通報に基づく、調査・対応以外の目的には使用いたしません。

4. ご通報の事実を理由として、当社グループは、通報者に対し、不利益を与えることはありませんし、通報者の所属するお取引先さまに
対し、当該通報者に不利益を与えるような要請はいたしません。ただし、誹謗・中傷など、ヘルプラインシステムの趣旨（コンプライア
ンス違反リスクの回避・極小化）に反する不正な通報については、この限りではありません。

5. ご通報は、E-mail・手紙により、お受けいたします。末尾に添付の通報参考書式をご参照された上で、極力これに沿った形での通報をお
願い申し上げます。ご通報を受領いたしましたら、通報者ご本人さまにヘルプライン窓口より確認のご連絡をさせていただきますの
で、ご連絡先・ご連絡方法につきましては、必ず明示していただけますようお願いを申し上げます。

お取引先さま専用受付窓口
〒540-8530  大阪市中央区十二軒町5番12号
株式会社マンダム    考働規範推進委員会  ヘルプライン窓口
専用メールアドレス：mandom-helpline@mandom.com
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